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 浦安市特定不妊治療費等助成規則（平成26年規則第40号）の一部改正                         

 (傍線の部分が改正部分) 

改    正    後 改    正    前 

  

（助成の申請） 

第５条 同 左 

２ 同 左 

３ 男性不妊治療費の助成を受けようとする者は、特定不妊治療の助成を

受けるための申請と同時に浦安市男性不妊治療費助成金交付申請書（別

記第１号様式の２）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければ

ならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、特

定不妊治療の助成を受けるための申請と同時に申請をしないことができ

る。 

 (1)・(2） 同 左 

４・５ 同 左 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦安市特定不妊治療費等助

成規則の規定は、令和３年10月１日から適用する。 

 

（助成の申請） 

第５条 省 略 

２ 省 略 

３ 男性不妊治療費の助成を受けようとする者は、特定不妊治療の助成を

受けるための申請と同時に浦安市男性不妊治療費助成金交付申請書（別

記第１号様式の２）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければ

ならない。 

 

 (1)・(2） 省 略 

４・５ 省 略 

 

 

 


